
 

 

「療養病床の在り方等に関する特別部会」の設置について 

 

 

  

 

１．設置の趣旨 
  

「介護療養型医療施設」及び「医療療養病床のうち、医療法上の看護師

及び准看護師の人員配置が４対１未満の病床」については、平成 29 年度

末にその設置期限を迎えることになっており、これらの病床の医療・介護

ニーズを合わせ持つ方々を、今後、どのように受け止めていくかが課題

となっている。 

こうした課題の解決のためには、医療・介護分野を横断して、総合

的な検討を行う必要があることから、社会保障審議会に、慢性期の医

療・介護ニーズに対応するための療養病床の在り方等について、ご審

議いただく専門の部会を設置する。 

 

 

２．当面のスケジュール  
 

本特別部会の設置以降、月１回程度のペースで開催を予定し、検討

を進め、年内のとりまとめを目指す。 

なお、検討状況・結果については、関係部会に報告することとし、そ

れぞれの制度改革との整合性を図るものとする。 
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